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【入札による貸付の流れ】 
 

１ 入札の公告 

  令和６年２月２８日（水） 

  長崎県五島中央病院ホームページ及び長崎県病院企業団ホームページへ

の掲載 

↓ 

２ 入札参加の申込み（詳細は３～５ページ） 

 申込受付期間 令和６年２月２９日（木）から令和６年３月１３日（水） 

までの長崎県病院企業団の休日を定める条例（平成２１年長崎県病院企業団

条例第３号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで 

長崎県五島中央病院財務係（２階事務室）で行います。 

↓ 

３ 入札（詳細は５～７ページ） 

 令和６年３月２２日（金）午後５時必着にて入札書を提出してください。 

令和６年３月２５日（月）午前１０時に長崎県五島中央病院２階講義室に 

おいて開札を行います。 

長崎県五島中央病院が前もって設定した予定価格以上の価格で最高額入札

者が落札者となります。 

↓ 

４ 契約の締結（詳細は７～８ページ） 

 令和６年３月２９日（金）までに契約保証金を持参のうえ契約を締結して

ください。 

               ↓ 

５ 自動販売機の設置 

令和６年５月１日（水）から自動販売機を設置することができます。 

↓ 

６ 貸付料の支払い（１年次分年払い） 

 長崎県五島中央病院が発行する納付書により当年度分の貸付料を期限まで

に納入してください。 

↓ 

７ 電気料の支払い 

 長崎県五島中央病院が発行する納付書により指定する期限までに納入して

ください。 
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一 般 競 争 入 札 説 明 書 

 

 長崎県五島中央病院が行う公有財産貸付（飲料用自動販売機設置）に係る一般競争入札に参加

される方は、次の各事項をご承知の上、入札に参加してください。 

 

○この一般競争入札説明書（以下「説明書」という。）は、入札に参加を希望する者（以下「入

札者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものであります。 

○この入札に参加するには、事前に一般競争入札参加申込書（以下「申込書」という。）（様式

第１号）の提出が必要です。 

 ○一般競争入札による公有財産貸付（飲料用自動販売機設置）とは、複数の参加者が価格を競い

合い、長崎県五島中央病院が前もって決めた価格（「予定価格」という）以上で最も高い価格

をつけた方に貸付ける方法です。 

 

 

（Ⅰ）入札参加の申込み  

 

１ 貸付物件（詳しくは２８ページ以降にある物件調書をご覧ください。） 

物件 

番号 
貸付箇所 

貸付面積 設置 

台数 

最低貸付料(貸付期

間の総額) 

1 3 階食堂 0.96（㎡）1200mm(W)×800mm(D) 1 15,744 円（税抜） 

2 5 階食堂 0.96（㎡）1200mm(W)×800mm(D) 1 15,744 円（税抜） 

 (1) 入 札 名  自動販売機設置場所貸付 

(2) 貸付物件名 飲料用自動販売機設置場所 

 (3) 貸付期間  令和６年５月１日から令和８年３月３１日まで 

        貸付契約の更新は認めないものとします。 

 (4) 用  途  飲料用自動販売機の設置・運営に限るものとします。 

(5) 予定価格（最低貸付価格） 

物件番号１：１７，３１８円（税込）（入札書比較価格１５，７４４円） 

物件番号２：１７，３１８円（税込）（入札書比較価格１５，７４４円） 

  ※予定価格は、貸付期間中の貸付料の総額となります。 

(6) 設置事業者の施設使用形態 

   自動販売機の設置は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号

の規定に基づき、長崎県五島中央病院が設置事業者に対し、公有財産である建物（土地）の一

部を賃貸する方法により行います。 

 

２ 入札参加資格（申込資格） 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り入札に参加することができます。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する一般競争入札に参加させることができな

い者でないこと。 
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(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、一般競争入札への参加が

制限された者で当該制限が決定された日から２年を経過していない者又はその者を代理人、支

配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号又

は第６号の規定に該当しない者であること。 

(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条

第１項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。 

(5) 長崎県暴力団排除条例（平成２３年長崎県条例第４７号）第３３条第４項又は第５項の規定

により公表されることが決定された者で、当該決定がなされた日から２年を経過していない者

でないこと。 

(6) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者でないこ

と。 

(7) 法人にあっては長崎県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては五島市内に住所を

有すること。 

(8) 自動販売機の設置及び運営業務について、３年以上の実績を有していること。 

(9) 長崎県税に関し、未納がないこと。 

(10) 下記３により、あらかじめ入札の参加申込をした者であること。 

 

３ 申込方法 

入札の参加にあたっては、説明書を十分お読みのうえ参加してください。 

必要書類は以下のとおりです。必要事項をもれなく記入し、記名押印のうえ受付期間内に受付

場所に必要書類を直接持参、もしくは簡易書留による郵送により提出してください。 

 

（必要書類） 

(1) 一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

   契約予定者名で申し込み、押印（使用印鑑届の印鑑を使用すること。）してください。 

※申込書を受付後の契約予定者の変更は一切受け付けませんので予めご了承お願いします。   

(2) 申込書に添付する書類 

●個人の場合 

① 誓約書（様式第２号） 

② 住民票（本籍が掲載されたもの）（コピーで可） 

※申請するときには「本籍・筆頭者をのせる」ように住民票請求書に記入してくだ

さい。 

※上記②については市役所窓口にて発行しています。（有料） 

③ 使用印鑑届（様式第３号）        

    ④ 長崎県税に関する納税証明書（未納がない証明）（コピーで可） 

    ⑤ 設置する自販機のカタログ（コピーで可） 

●法人の場合 

① 誓約書（様式第２号） 

② 商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（コピーで可） 

③ 使用印鑑届（様式第３号）  
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    ④ 長崎県税に関する納税証明書（未納がない証明）（コピーで可） 

    ⑤ 設置する自販機のカタログ（コピーで可） 

 

※関係書類は、入札日から起算して２か月以内に発行されたものを提出してください。 

提出された書類は返還いたしません。  

 (3) 入札資格の確認 

   入札参加申込があったときは、入札参加資格の有無について確認し、申込者に通知します。 

なお、設置予定の自動販売機がこの説明書で定める仕様に適合しないと認められる場合は、

入札参加申込者に対し、機種変更を指示する場合があります。 

 

４ 申込受付 

(1) 持参の場合 

令和６年２月２９日（木）から令和６年３月１３日（水）までの長崎県病院企業団の休日を

定める条例（平成２１年長崎県病院企業団条例第３号）第１条第１項に規定する休日を除く午

前９時から午後５時までに、長崎県五島中央病院財務係に提出してください。 

(2) 郵送の場合 

令和６年３月１３日（水）午後５時必着で、一般書留郵便、簡易書留郵便、配達記録又はレ

ターパックのいずれかにより下記へ郵送してください。 

 

    〒８５３－００３１ 長崎県五島市吉久木町２０５番地 

               長崎県五島中央病院財務係 宛 

              「公有財産貸付に係る一般競争入札参加申込書在中」 

※ 受付期間を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。 

 

５ 物件の確認 

  現場説明会は実施いたしません。 

 

 

（Ⅱ）入 札  

 

１ 入札書の提出方法等 

(1) 入札書は、様式第４号を使用してください。 

(2) 複数の物件に入札する場合は、物件ごとに入札書を作成してください。 

(3) 入札用封筒は、内封筒及び外封筒の二重封筒とし、入札用封筒作成例により作成してくださ

い。なお、内封筒は、物件ごとに作成してください。 

内封筒は、入札書を入れ、糊付け及び封印してください。 

外封筒には、内封筒を入れ、入札書在中と朱書きしてください。 

※外封筒には作成した全ての内封筒を入れて郵送してください。 

(4) 提出方法は、一般書留郵便、簡易書留郵便、配達記録又はレターパックのいずれかにより下

記へ郵送してください。 
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〒８５３－００３１ 長崎県五島市吉久木町２０５番地 

               長崎県五島中央病院財務係 宛 

※持参、普通郵便等及び受付期間を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。 

(5) 提出期限は、令和６年３月２２日（金）午後５時（必着） 

※郵便事故等により入札書が提出期限までに到達しなかった場合でも、入札者は異議を申し

立てることはできないものとします。 

(6) 入札書の到着確認は、郵便追跡サービスにて確認してください。 

 (7) 入札は、競争入札参加申込書に記載した代表者名又は契約締結権限の委任を受けた者の氏名

でしなければならず、その他の代理人による入札は認めないものとします。 

(8) 入札書提出後は、書き換え、引換え又は撤回することができません。 

(9) 開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとします。 

ただし、入札者又は代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち

会わせて行うものとします。 

 (10) 入札回数は、１回とします。 

（11）入札参加者が１者の場合でも入札を執行します。 

 

２ 入札に必要な書類等は、次のとおりです。 

(1) 入札書（様式第４号） 

   契約予定者名で申し込み、押印（使用印鑑届の印鑑を使用すること。）してください。 

(2) 代理人により入札する場合は、委任状（様式第５号）を提出してください。 

 なお、委任状の提出のない場合は、入札が無効になりますのでご注意ください。 

(3) 入札保証金 

   入札保証金は免除とします。 

 

３ 入札にあたっての注意事項 

(1) 入札は入札書（様式第４号）に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、提出して

ください。 

(2) 入札書（様式第４号）は、黒インク等消えにくいもので明確に表示し、誤記又は脱字のため

加除したときは、その箇所に押印してください。ただし、金額の訂正は認めません。 

(3) 入札者の記名押印漏れに十分注意してください。特に代理人が入札する場合は、代理人の記

名押印漏れ、印鑑は委任状の印鑑と同じであることに注意してください。代理の場合は、本人

でなく、代理人の記名・押印になりますので注意ください。 

(4) 入札者は、その理由のいかんにかかわらず、投函した入札書の書換え、引換え又は撤回をす

ることはできません。 

(5) 天災地変、その他やむを得ない事由で入札を公正に執行することができないと認められると

きは、入札の執行若しくは開札を延期し、又は入札若しくは開札を中止することがあります。

この場合の損害は、各入札者の負担とします。 

(6) 入札を辞退される場合は、入札辞退届（様式第７号）を開札日前日までに長崎県五島中央病

院財務係まで提出してください。 

(7) 次のいずれかに該当する入札は無効とします。 
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① 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

  ② 入札者が法令の規定に違反したとき。 

  ③ 入札者が連合して入札したとき。 

  ④ 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 

  ⑤ 入札者が他人の代理を兼ね、又は２以上の代理をしたとき。 

  ⑥ 入札者が契約担当者の定めた入札条件に違反したとき。 

  ⑦ 入札者又はその代理人が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。 

  ⑧ 入札書に記名押印がないとき（署名のみのときを含む。）その他必要な記載事項を確認で

きないとき。 

  ⑨ 入札書の首標金額が訂正されているとき。 

  ⑩ 予定価格（最低貸付価格）に達しない金額で入札したとき。 

  ⑪ 資格を受けた者が行った入札であっても、入札日において、長崎県が行う各種契約等から

の暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けたとき。 

(8) この要領に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、長崎県病院企業団財務規程

及び長崎県五島中央病院の指示によることとします。 

 

４ 落札者の決定 

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額

を加算した金額（当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(3) 入札回数は、１回とし再度入札は行わないものとします。 

(4) 落札者は、次の方法により決定します。 

① 有効な入札を行った方のうち、入札書に記入された金額が、長崎県五島中央病院が事前

に定める予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した方を落札者とします。 

② 前号「①」に該当する方が２人以上あるときは、この入札者にくじを引かせて落札者を決

定します。 

    この場合、くじを引かない者があるときは、これに代えて、この入札事務に関係のない長

崎県五島中央病院職員に引かせます。 

(5) 開札した場合に落札者があるときは、その者の氏名（法人の場合はその名称）及び金額を、

落札者がいないときは、その旨を開札に立ち会った者に知らせます。 

 (6) 落札者が落札決定から契約締結までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等

排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととします。（落札決定の日

から７日以内） 

 

 

（Ⅲ）契約の締 結  

 

１ 契約の締結について 

(1) 長崎県五島中央病院と落札者との公有財産貸付契約（以下「貸付契約」という。）は、事前
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に日程調整したうえで令和６年３月２５日（月）から同年３月２９日（金）までに、長崎県五

島中央病院財務係において、公有財産貸付契約書（様式第６号）（以下「契約書」という。）

により締結しなければなりません。 

(2) 落札者が、期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失います。 

(3) 貸付契約は、必ず「落札者」名義で締結となります。 

(4) 貸付契約は、長崎県五島中央病院が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定します。 

(5) 契約に要する費用は、落札者の負担とします。 

 

２ 契約保証金 

(1) 落札者は、契約締結時に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を長崎県五島中央病院

に支払わなければなりません。ただし、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）又は地方公

共団体との自動販売機の設置に係る契約を２回以上締結し、これらすべてにおいて誠実な履行

実績を有している場合は免除とします。 

(2) 契約保証金は、貸付料の納入が遅延した場合においてこれに充当するほか、貸付けに伴う一

切の損害賠償に充当します。 

(3) 契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借受人

（落札者）の請求に基づき返還します。 

(4) 契約保証金は、その受入期間について利息はつけません。 

 

 

（Ⅳ）留意事項  

 

１ 現場説明会は実施いたしませんので、必ずご自身において事前に設置場所の確認を行ってくだ

さい。 

 

２ 本要項に定めのない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）、長崎県病院企業団財務規程（令和５年４月１日長崎県病院企業団管理

規程第４号）及び長崎県五島中央病院の指示によることとします。 

 

３ この公有財産貸付（飲料用自動販売機設置）に係る一般競争入札についてのお問い合わせは、

下記までお願いします。 

〒８５３－００３１ 長崎県五島市吉久木町２０５番 

             長崎県五島中央病院財務係 

       電話   ０９５９－７２－３１８１（内：２１２７） 

       ＦＡＸ  ０９５９－７２－２８８１ 
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仕 様 書 

（自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項） 

 

１ 設置場所 

  物件調書のとおり 

 

２ 自動販売機の大きさ 

  設置面積（使用済み容器回収ボックスを含む）は、「物件調書」において示す各設置箇所の設

置範囲に収まる大きさとし、高さは２．２ｍ以内とすること。（転倒防止用設備含む） 

 

３ 自動販売機の設置及び管理運営上の遵守事項 

(1) 自動販売機の種類 

飲料自販機 

(2) 設置機器の仕様 

  ① 500円硬貨及び 1,000円紙幣が使用できる自動販売機とすること。 

  ② 災害発生時に自動販売機内の飲料を取り出すことができる自動販売機（災害救助ベンダ

ー）とすること。 

  ③ ユニバーサル対応機種とすること。 

(3) 販売品目 

① 飲料（清涼飲料水、乳飲料等）とし、酒類（ノンアルコール飲料を含む）の販売を行わな

いこと。 

ただし、「病院」という環境であることから、水、お茶、無糖の飲料、カロリーゼロの飲

料、特定保健用食品の清涼飲料を推奨する。 

  ② 販売する飲料容器は、缶、ペットボトル、ビン、紙パック等の密閉式の容器とすること

（紙カップ式は不可）。 

  ③ 商品の具体的な構成については、事前に長崎県五島中央病院と協議すること。 

 (4) 販売価格 

   販売価格は、標準販売価格（定価）以下とすること。 

(5) 販売時間   

２４時間販売とする。 

(6) 環境対策 

省エネ対応機種とする。 

また、二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用したノンフロン対応の機種とする。 

ただし、販売品目によって、ノンフロンガス冷媒の自動販売機が現在製造されていないか、

調達するのが極めて困難な場合は、この限りでない。 

 (7) 維持管理等 

   契約期間中は説明書に記載した事項のほか次のことを遵守すること。 

① 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅

滞なく手続等を行うこと。 

② 自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認した上で安全に設置し、転倒防

止対策を行うこと。 
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また、設置後は、定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

  ③ 設置事業者は、電気料を算定するための子メーターの設置を行うこと。 

 (8) 必要経費 

  ① 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等はすべて設置事業者の負担とし、そ

の方法については長崎県五島中央病院の指示に従うこと。 

  ② 光熱水費についても設置事業者の負担とします。 

  ③ 電気及び給排水工事が必要となる場合の工事の実施及び費用負担は、設置事業者の負担と

します。 

(9) 安全対策及び防犯対策 

① 転倒防止 

「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自

動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じること。 

② 食品衛生 

「食品、添加物等の規格基準」（食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号））及び「自動

販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し、販売商品の衛生

管理に万全を尽くすこと。 

③ 防犯対策 

硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により偽造通貨又は偽造紙幣が使用され

る犯罪の防止に万全を尽くすこと。 

また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、

犯罪防止に努めること。 

(10) 使用済み容器の回収 

① 設置事業者は、原則として自動販売機１台ごとに１個以上の空き容器分別回収ボックス

（販売品目にペットボトルが含まれる場合は、ペットボトルキャップ用も別途設置するこ

と。）を設置し、設置事業者の責任において適切に管理するとともに、回収した容器は容器

包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）などの関係法令に基づき適切に処理すること。 

② 同一施設内において設置事業者が複数ある場合は、関係者間で協議し、責任を明確にした

上で適切に使用済み容器の回収、処理を行うこと。 

(11) 自動販売機の設置及び管理等 

① 設置事業者は、自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。 

② 設置事業者は、商品の補充及び変更、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内

部・外部及び設置場所周辺の清掃などを適切に行うこと。 

③ 設置事業者は、消費期限の確認など、安定した高品質な商品を提供するための品質保証活

動を行うこと。 

④ 設置事業者は、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、自動

販売機には故障時等の連絡先を明記し、故障、問い合わせ及び苦情について即時対応するこ

と。 

⑤ 設置事業者は、商品の搬入や使用済み容器の搬出に関する時間及び経路について、長崎県

五島中央病院の指示に従うとともに、作業に従事する者に名札を着用させること。 

⑥ 設置事業者は、自動販売機の設置及び管理運営に必要な業務の一部を第三者に委託する場

合は、長崎県五島中央病院の承認を受けなければならない。 
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 (12) 契約の解除 

① 地方自治法第２３８条の５第４項の規定（同項を準用する場合を含む。）に基づき、長崎

県五島中央病院において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除する

場合がある。 

  ② その他設置事業者が長崎県五島中央病院の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解

除することがある。 

 (13) 自己都合による契約の解除の申し出 

   設置事業者の自己都合により貸付期間中に契約を解除したい場合は、書面にて長崎県五島中

央病院に契約の解除を申し出ること。（契約の解除については公有財産貸付契約書（案）（様

式第６号）の第 19条第３項による。） 

 (14) 自動販売機設置等に伴う事故（火災を含む。） 

長崎県五島中央病院の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 

 (15) 商品等の盗難及び破損 

① 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やか

に復旧しなければならない。 

② 長崎県五島中央病院の責に帰することが明らかな場合を除き、長崎県五島中央病院はその

責を負わない。 

(16) 売上手数料 

   売上手数料は徴収しない。 

(17) 原状回復等 

設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回復する

こと。 

なお、原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した費用、その他一切の費用は

設置事業者の負担とする。 
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落札後に必要となるもの 

 

１ 貸付料総額の１００分の１０以上に相当する金額を、現金（振込可）により、貸付契約締結時

（落札決定の日から５日以内）にお支払いいただきます。 

また、契約保証金は、契約期間が満了し、貸付物件の原状回復及び電気料の納入を確認後、借

受人（落札者）の請求に基づき返還します。（最短で契約期間が満了した翌月末予定） 

 

○振込口座   十八親和銀行 福江支店 当座預金 １４６ 

 

○名  義   長崎県五島中央病院 企業出納員 柴田和昭 

        （ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳﾁｭｳｵｳﾋﾞｮｳｲﾝ ｷｷﾞｮｳｽｲﾄｳｲﾝ ｼﾊﾞﾀｶｽﾞｱｷ） 

 

※お振込の際は、銀行が発行する振込証明書を長崎県五島中央病院 財務係あてにＦＡＸして

ください。 

 

２ 貸付料総額のうち当該年度分を、長崎県五島中央病院の発行する納入通知書により、契約書に

規定された期日までに、お支払いいただきます。 
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様式第１号 

 

一般競争入札参加申込書 

 

令和  年  月  日 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島 史直 様  

 

（申込者）住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者名                 印 

 

令和６年３月２５日に実施される下記自動販売機の設置場所の貸付に係る入札に参加したいので、

次のとおり必要書類を添えて申し込みます。 

また、長崎県五島中央病院のホームページ等に決定金額及び事業者名を掲載することに同意しま

す。 

なお、この申込書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 入札参加を希望する一般競争入札 

物件番号 入 札 名 

 自動販売機設置場所貸付 

 

２ 添付書類（提出する書類に○を付けてください。） 

（  ）誓約書（様式第２号） 

（  ）商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（コピーで可） 

（  ）住民票（コピーで可） 

（  ）使用印鑑届（様式第３号） 

（  ）長崎県税に関する納税証明書（未納がないことの証明）（コピーで可） 

（  ）設置する自動販売機のカタログ（コピーで可） 

 

３ 担当者名等（問い合わせ等を行う場合がありますのでご記入ください。） 

担当者名 

所属部署 

電話番号 

Ｆ Ａ Ｘ 

電子メール 

 

備考 商業・法人登記簿謄本、住民票、長崎県税に関する証明書は、入札申込日から１か月以 

内に発行されたもの（その写しで可）としてください。
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様式第２号 

 

誓  約  書 

 

令和  年  月  日 

 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島 史直 様 

 

住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者名                   印 

 

 

私は、長崎県五島中央病院が実施する飲料用自動販売機設置に係る公有財産貸付に係る一般競争

入札の参加申込にあたり、次の事項を誓約します。 

 

１ 現在、地方自治法施行令第 167条の４第１項の規定する者に該当しておりません。 

 

２ 過去２年間、地方自治法施行令第 167 条の４第２項の規定により、一般競争入札への参加を

制限される決定を受けたことはありません。 

 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団、及び同法

第２条第６号に規定する暴力団員に該当しません。 

 

４ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第５条第１項に規定する観察処分を受

けた団体に該当しません。 

 

５ 長崎県暴力団排除条例第 33条第４項又は第５項の規定により公表されることが決定された者

で、当該決定がなされた日から２年を経過していない者ではありません。 

 

６ 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けておりません。 

 

７ 長崎県内に本店、支店又は営業所を有しています。（法人の場合のみ） 

 

８ 自動販売機の設置及び運営業務について、３年以上の実績を有しています。 

 

９ 入札について、公有財産貸付（飲料用自動販売機設置）に係る一般競争入札説明書及び貸付

契約書の約定を承知の上、参加しますので、後日これらの事柄について長崎県五島中央病院に

対し一切の異議、苦情を申し立て致しません。  
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様式第３号 

 

使 用 印 鑑 届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社（店）が長崎県五島中央病院との取引上使用する書類には、すべて上記の印鑑を使用いた

しますので届け出ます。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島 史直 様 

 

 

 

住所又は所在地 

氏名又は名称 

及び代表者名                   印 
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様式第４号 

 

入   札   書 

 

令和  年  月  日 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島史直 様  

 

入札者  住所又は所在地 

            氏名又は名称 

            及び代表者名                印 

 

 

代理人  住所又は所在地 

            氏名又は名称 

            及び代表者名                印 

 

 

 公有財産貸付（飲料用自動販売機設置）に係る一般競争入札説明書記載の事項及び

公有財産貸付契約書の約定を承知し、下記のとおり入札します。 

 

記 

 

物件番号 入 札 名 

 自動販売機設置場所貸付 

入札金額 ￥            

    ※令和６年５月１日から令和８年３月３１日まで 

 

備考 １ 入札金額は、貸付期間中の貸付料の総額を記入してください。 

     また、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１００／１１０に相当する金額を記入してください。 

２ 金額は、アラビア数字を使い、訂正又は抹消することはできません。 

   ３ 入札者本人により入札する場合は、入札者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記名押印

（使用印鑑届）してください。代理人欄は空欄で結構です。 

   ４ 代理人により入札する場合は、代理人は、委任者の住所、氏名を入札者住所氏名欄に記

入（押印不要）したうえ、代理人の住所、氏名欄に記名押印（委任状に押印した印鑑）

してください。 
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様式第５号 

 

委   任   状 

 

令和  年  月  日 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島 史直 様  

 

 

委任者  住所又は所在地 

            氏名又は名称 

            及び代表者名                印 

 

 

 私は、次の者を代理人として定め、下記の一般競争入札に関すること及びこれに付

帯する一切の権限を委任いたします。 

 

 

代理人  住所又は所在地 

            氏名又は名称 

            及び代表者名                印 

 

 

記 

 

物件番号 入 札 名 

 自動販売機設置場所貸付 

 

備考 １ 委任者の印鑑は提出済みの使用印鑑届の印鑑を使用してください。 

   ２ 代理人の印は、代理人が入札で使用する印鑑（認印可）を押印してくださ

い。 



 - 18 - 

様式第６号 

公 有 財 産 貸 付 契 約 書（案） 

 

貸付人長崎県五島中央病院 院長 竹島史直（以下「甲」という。）と 

借受人                 （以下「乙」という。）とは、公有財産の貸付けにつ

いて、次のとおり契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（貸付物件及び貸付目的） 

第２条 甲は、末尾記載の貸付場所（以下「貸付物件」という。）を自動販売機の設置場所として

乙に貸し付ける。 

２ 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置及び運営のために使用するものとし、使用するに当

たっては、別紙「自動販売機の仕様及び管理運営上の遵守事項」を遵守しなければならない。 

（貸付期間） 

第３条 貸付期間は、令和６年５月１日から令和８年３月３１日までとする。 

２ 本契約は、前項に定める貸付期間が満了したときに終了するものとし、契約の更新は行わない。 

（貸付料） 

第４条 貸付期間に係る貸付料は、金○○○○○円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）とし、

各年次に属する貸付料（年額）は、次に掲げる額とする。   

年 次 期    間 貸付料（年額） 

第１年次 自令和６年５月１日 ～ 至令和７年３月３１日 ○○○○○円 

第２年次 自令和７年４月１日 ～ 至令和８年３月３１日 ○○○○○円 

   

（契約保証金） 

第５条 契約保証金は、金○○○○○円とする。 

２ 甲は、乙がその責に帰すべき時由により貸付料を支払わない場合において、契約保証金を貸付

料に充当するほか、貸付けに伴う一切の損害賠償に充当する。 

３ 甲が第 19条第１項第１号又は同条第２項の規定により本契約を解除した場合においては、契約

保証金は甲に帰属する。 

４ 甲は、貸付期間満了後において、乙が第 21条の規定により貸付物件を原状に回復し、第８条に

規定する電気料を納付したときは、これを確認後、契約保証金を乙に返還する。 

５ 契約保証金には利息を付さない。 

（貸付料の納付） 

第６条 乙は、第４条に定める各年次に属する貸付料（年額）を、甲が別途発行する納入通知書に

より、第１年次は令和６年５月１日までに、第２年次以降は毎年度４月３０日までに当該年次分

を甲に納付するものとする。 

２ 甲は、既に納入された貸付料を乙に返還しないものとする。 

（費用負担） 

第７条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19条
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第１項第２号の規定により撤去する場合は、この限りでない。 

（電気料の納付） 

第８条 乙は、本契約に基づき設置する自動販売機には、電気の使用量を計る子メーターを設置す

るものとする。 

２ 甲は、前項の子メーターの接続する親メーターにより甲が支払う電気料を基に、当該親メータ

ーの表示する使用量に対する当該子メーターの表示する使用量の割合により電気料を計算し、乙

に納入通知書を送付するものとする。 

３ 乙は、前項の納入通知書に定める日までに甲に電気料を支払うものとする。 

４ 貸付物件により乙が独自で電力会社と契約している場合はこの限りでない。 

（遅延利息） 

第９条 甲は、乙が第６条第１項に定める納付期限までに貸付料を納付しないとき又は前条第３項

に定める納付期限までに電気料を納付しないときは、納付期限の翌日から完納の日まで未納代金

につき年利２．５パーセントの割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、天災、事変等に

より止むを得ないと認められるときはこの限りでない。 

（貸付物件の引き渡し） 

第 10条 甲は、第３条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において、乙に引

き渡すものとする。 

（瑕疵担保等） 

第 11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、

甲に対し、貸付料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。 

２ 乙は、貸付物件が、その責に帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該

滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。 

（原形変更の禁止） 

第 12条 乙は、貸付物件の原形を変更してはならない。ただし、乙が公有財産原形変更承認書によ

り甲の承認を受けたときは、この限りではない。 

（権利の譲渡及び転貸の禁止） 

第 13条 乙は、貸付物件の賃借権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（管理義務） 

第 14条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。 

（第三者への損害の賠償義務） 

第 15条 乙は、貸付物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰

すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することがで

きるものとする。 

（通知義務） 

第 16条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなけ

ればならない。 

（商品等の盗難又は毀損） 

第 17条 甲は、設置された自動販売機、回収ボックス、当該自動販売機で販売する商品若しくは当

該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場

合を除き、その責を負わない。 



 - 20 - 

（実地調査等） 

第 18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件に係る売上げ状況等について所要の

報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、そ

の調査を拒み、若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（契約の解除） 

第 19条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 乙がこの契約に違反したとき。 

(2) 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき。 

２ 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何

らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 

(1) 貸付料その他の債務の支払を納期限から２か月以上怠ったとき。 

(2) 銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があっ

たとき。 

(3) 甲の書面による承諾なく、乙が２か月以上貸付物件を使用しないとき。 

(4) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 

(5) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。 

(6) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、

甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。 

(7) 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなることが判明したとき。 

(8) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 

３ 乙は、第４条に定める第１年次、第２年次、第３年次又は第４年次の末日の３か月前までに、

甲に対して文書で解約の申入れを行うことにより、当該年次の末日をもって本契約を解除するこ

とかできる。 

（返還等） 

第 20条 乙は、貸付期間の満了又は前条の規定による契約の解除により貸付物件を返還する場合に

おいては、甲の指示する方法に従い自己の費用で遅滞なく当該物件を甲に引き渡さなければなら

ない。 

（原形回復の義務） 

第 21 条 乙は、第 12 条ただし書の規定により貸付物件の原形を変更したときは、有益費等の請求

権を放棄することで甲の承認を受けていない限り、前条の規定により当該物件を甲に返還する際、

原形に回復するものとする。 

２ 前項の規定による原形回復に要する経費は、すべて乙の負担とする。 

（損害賠償） 

第 22条 乙が故意又は過失により、貸付物件を荒廃させ、又は毀損し、その他この契約の条項に違

反したことにより甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。 

２ 甲が第 19条第１項第２号の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたと

きは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。 

（個人情報の保護）  

第 23 条 乙は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（協議） 
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第 24条 本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたとき又は本契約に関し疑義があるときは、

甲乙協議のうえ決定する。 

（管轄裁判所） 

第 25条 本契約に関する訴えの管轄は、長崎県庁所在地を管轄区域とする長崎地方裁判所とする。 

 

上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その 1 通を

保有する。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

貸 付 人 住 所 

 

氏 名                                        印 

 

 

 

借 受 人 住 所 

 

氏 名                    印 

 

 

 

貸付物件の表示 

貸付物件名 貸付箇所 
貸付面積 

（㎡） 
台数 

飲料用自動販売機設置場所 長崎県五島中央病院 

 

0.96（㎡） 

1200mm(W)

×800mm(D) 

１ 
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別記 

 

個人情報取扱特記事項 

 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい

う。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、こ

の契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情

報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この

契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （適正な取得） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 （適正管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（事業所内からの個人情報の持出しの禁止） 

第５ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た

個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契

約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個

人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止） 

第８ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、

自ら行うものとし、第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第1項第3号

に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）に委託してはならない。 

２ 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、

甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に

講じさせなければならない。 

３ 乙は、再委託先の第１項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委

託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

４ 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに

応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 
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 （資料等の返還） 

第９ 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き

渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 

 （業務に従事している者への周知） 

第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、

当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目

的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければなら

ない。 

（管理体制） 

第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部に

おける管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報が特

定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報

をいう。）に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任

者（以下「従事者等」という。）を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で

報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様

とする。 

（従事者等に対する教育） 

第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければなら

ない。 

（特記事項の遵守状況の報告） 

第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時

又は定期的に報告しなければならない。 

 （調査） 

第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況につい

て、随時調査することができる。 

 （事故報告） 

第 15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及びき損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じる

おそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。この

契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（派遣労働者の利用時の措置） 

第 16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、こ

の契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

 （個人情報の取扱いに関する罰則） 

第17 法に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。 

 (1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰 
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①正当な理由がないのに、個人の秘密

に属する事項が記録された法第60条第２

項第１号に係る個人情報ファイル（その

全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む。）を提供したとき 

２年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

（法第 176条） 

 

 

②その業務に関して知り得た保有個人情

報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したとき 

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

（法第180条） 

 

 (2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰 

    この契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の②の行為に

ついては、法第179条の規定に該当する場合においては、乙（法第184条第１項の法人又

は人をいう。）に対しても、１億円以下の罰金刑が科せられる。 

 （特定個人情報の取扱いに関する罰則） 

第 18 特定個人情報の取扱いに関する番号法第９章に規定される罰則のうち、この契約によ

る業務に関するものは、以下のとおりである。 

(1) 個人番号利用事務（番号法第２条第 10 項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同

じ。）又は個人番号関係事務（番号法第２条第 11 項に規定する個人番号関係事務をい

う。以下同じ。）に従事する者又は従事していた者に対する刑罰 

①正当な理由がないのに、その業務に

関して取り扱った個人の秘密に属する事

項が記録された特定個人情報ファイル

（その全部又は一部を複製し、又は加工

した特定個人情報ファイルを含む。）を

提供したとき 

４年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金

又はこれらの併科 

②業務に関して知り得た個人番号を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的

で提供し、又は盗用したとき 

３年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金

又はこれらの併科 

(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰 

    個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が行った

(1)の①又は②の行為については、乙に対しても、１億円以下の罰金刑が科せられる。 
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様式第７号 

 

入 札 辞 退 届 
 

 

令和   年   月   日 

 

 

長崎県五島中央病院 院長 竹島 史直  様 

 

 

 

 

住所又は所在地 

 

氏名又は名称 

 

及び代表者名                 印 

 

 

 

 

下記の一般競争入札を都合により辞退します。 

 

 

記 

 

 

１ 物件番号    

 

２ 入 札 名   自動販売機設置場所貸付 
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・内封筒（入札用封筒） 

 

      物件番号  

         入札名  自動販売機設置場所貸付  

 

（表）             入    札    書 

 

                 入札者名  ○○○○株式会社 

                       代表取締役 ○○ ○○  ㊞ 

（代理人による入札の場合は代理人氏名）         ㊞ 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

      （注１） 封筒の大きさは標準規格長３を使用すること。 

 

・外封筒（内封筒は外封筒に入れること。） 

 

       【切手】 

 

        〒853-0031 

         長崎県五島市吉久木町２０５番地 

         長崎県五島中央病院 財務係 行 

 （表） 

           入札書在中 

                       差出人（入札者） 

                         〒○○○－○○○○ 

                         ○○○○○○○番地 

                         ○○○○株式会社 

                          代表取締役 ○○ ○○ 

 

      （注２）「入札書在中」は朱書きすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

糊付け及び封印（入札者印） 
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（関係法令） 

【地方自治法施行令より一部抜粋】 

 （一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三十二

条第一項 各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させな

いことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）より一部抜粋】 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習

的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

 

【無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号） 

 抜粋】 

（観察処分） 

第５条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量

殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続し

て明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定

めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。 
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一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。 

二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であ

ること。 

三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員（団体の意思決定に関与し得る者

であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。）であった者の全部又は一部

が当該団体の役員であること。 

四 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。 

五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認める

に足りる事実があること。 

 

【長崎県暴力団排除条例より一部抜粋】 

（公表等） 

第３３条 

４ 知事は、第 29条第２項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理

由がなく当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をし

たとき又は第 31 条第２項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、

規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 

５ 知事は、第３１条第２項の勧告に係る違反行為等が著しく暴力団事務所を排除することに

支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず規則で定

めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。 

 

【長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱より一部抜粋】 

（各種契約等からの排除措置）  

第４条 知事は、法人等（有資格者等を含む。以下同じ。）が別表１に掲げる措置要件のいず

れかに該当すると認めるときは、審査会の審議を経て、各該当要件に定められた期間、当該法

人等を県が行う各種契約等から排除する措置を行うものとする。  

（一般競争入札からの排除） 

第７条 契約担任者は、一般競争入札を行うに当たり、各種契約等からの排除措置を受けてい

る法人等の入札参加を認めてはならない。 

 

別表１ 

措 置 要 件 期   間 

１ 法人等が、暴力団等である場合又は暴力

団等が法人等の経営に事実上参加していると

認められるとき。  

通知日から６か月以上１２か月以

内、かつ当該措置要件に該当しな

いことが確認できるまで。 

２ 法人等が、業務に関し、不正に財産上の

利益を得る目的、又は第三者に損害を与える

目的で暴力団等を利用したと認められると

き。 

通知日から２か月以上６か月以

内、かつ当該措置要件に該当しな

いことが確認できるまで。 

３ 法人等が、いかなる名義を持ってするか

を問わず、暴力団等に対して、金銭・物品そ

通知日から２か月以上６か月以

内、かつ当該措置要件に該当しな
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の他財産上の利益を不当に与えたと認められ

るとき。 

いことが確認できるまで。 

４ 法人等が、暴力団等と社会的に非難され

る関係を有していると認められるとき。 

通知日から２か月以上６か月以

内、かつ当該措置要件に該当しな

いことが確認できるまで。 

５ 法人等が、暴力団等が経営若しくは運営

に実質的に関与している者又は４に該当する

者であることを知りながら、当該者と契約を

締結したと認められるとき。 

通知日から２か月以上６か月以

内、かつ当該措置要件に該当しな

いことが確認できるまで。 

６ 有資格者等が、暴力団等から不当要求を

受けたにもかかわらず、警察へ届け出なかっ

たとき。 

通知日から２か月以上４か月以

内。 

７ 県との契約に関し、有資格者等が、暴力

団等から不当要求を受けたにもかかわらず、

警察に届出をせず、かつ県へ報告しなかった

とき。 

通知日から２か月以上４か月以

内。 
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貸付物件の表示 

 

物件 

番号 
貸付物件名 貸付箇所 貸付面積 

設置 

台数 

1 飲料用自動販売機設置場所 長崎県五島中央病院 

３階食堂 

0.96（㎡） 

1200mm(W)×800mm(D) 

1 

 

 

 

 

 

 

物 件 調 書 
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物件 

番号 
貸付物件名 貸付箇所 貸付面積 

設置 

台数 

2 飲料用自動販売機設置場所 長崎県五島中央病院 

５階食堂 

0.96（㎡） 

1200mm(W)×800mm(D) 

1 

 

 

 


